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第４４２回（定例）福崎町議会会議録  

平成２３年１２月２０日（火）  

午前９時３０分   開    会  

 

  １．平成２３年１２月２０日、第４４２回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集され

た。 

 

  １．出席議員     １６名  

      １番  北 山 孝 彦       ９番  宮 内 富 夫 

      ２番  牛 尾 雅 一      １０番  釜 坂 道 弘 

      ３番  石 野 光 市      １１番  東 森 修 一 

      ４番  小 林  博      １２番  冨 田 昭 市 

      ５番  志 水 正 幸      １３番  城 谷 英 之 

      ６番  福 永 繁 一      １４番  吉 識 定 和 

      ７番  前 川 裕 量      １５番  高 井 國 年 

      ８番  難 波 靖 通      １６番  松 岡 秀 人 

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  中 塚 保 彦  主 査  吉 識 功 二 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  中 島  勉 

    会 計 管 理 者  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  近 藤 博 之  税 務 課 長  山 口 省 五 

    住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二  健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一 

    ま ち づ く り 課 長  志 水 利 雄  産 業 課 長  井 上 茂 樹 

    下 水 道 課 長  山 本 欽 也  水 道 課 長  長 澤 茂 弘 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  後 藤 守 芳 

 

  １．議事日程  

    第 １ 総括質疑  

    第 ２ 委員長報告・質疑  

    第 ３ 討論・採決  

    第 ４ 閉会中の所管事務調査申出  

    第 ５ 一般質問  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    日程第 １ 総括質疑  

    日程第 ２ 委員長報告・質疑  

    日程第 ３ 討論・採決  

    日程第 ４ 閉会中の所管事務調査申出  

    日程第 ５ 一般質問  
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  １．開会及び開議  

 

議 長 皆さん、おはようございます。  

       ただいまの出席議員数は１６名でございます。  

       定足数に達しております。よって、本日の会議を開きます。  

       その前に、本会議での吉識議員の質疑に対する答弁を産業課長より求めます。  

産 業 課 長 報告第１０号、第２２期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につきまして、

吉識議員からの質疑につきまして、回答をさせていただきます。  

       １点目でございます。「議会事務局備付け資料１１ページの、消耗品費のＥの

イベントカップは何に使ったのか、また個数については」という質問でございま

した。これにつきましては、明石での県の農林漁業祭、また、ひめじぐるめらん

どや姫路食博などのイベントで販売している、もちむぎかけ麺などを入れる大小

カップ１万７，２００個分でございます。  

       ２点目でございます。「備付け資料１３ページの、販売促進費のカタログ掲載

料（Ｂ）（Ｃ）は何か、また何部発行してどこに置いたのか」につきましては、

カタログ（Ｂ）につきましては、近畿地区の郵便局にカタログ５，０００部を配

置しております。カタログ（Ｃ）につきましては、全国ふるさと小包の商品カタ

ログでございまして、全国の郵便局に５万部が配布されております。  

       ３点目でございます。「備付け資料２６ページの、レストラン損益計算書では

売上利益率１．７％となっているが、ほかの各部門は幾らになっているのか」に

つきましては、現在、損益計算書はレストランのみ作成しております。その他の

通信販売、販売店、売店の３部門はひとまとめにして分析しており、売上総利益

率は１７．４％となっております。今後におきましては、２３期において各部門

別の計算書を作成してまいりたいと思います。  

       ４点目でございます。「１日の経費は幾らになるのか。平均でよいが」という

ことでございますけれども、１日の平均経費につきましては約３８万５，０００

円となっております。  

       以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

議 長 それでは、付託をしておりましたすべての案件につきましてはそれぞれの委員

会での審議が終わり、その審査結果の報告が議長あてに提出されております。  

       よって、報告のありました案件を本日の会議の議題といたします。  

 

日程第１ 総括質疑  

 

議 長 それでは日程により、本定例会に上程されました議案について、総括質疑を受

けてまいります。  

       議案番号及び関係する資料名、ページ数等をお示しの上、ご質疑をいただきま

すようお願い申し上げます。  

       それでは、質疑がございましたらどうぞ。  

議 長 ございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようですので、以上で総括質疑を終結いたします。  

 

日程第２ 委員長報告、質疑  

 

議 長 次の日程は、委員長報告及びこれに対する質疑であります。  
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       １２月１４日の本会議２日目において、１２件の案件がそれぞれの委員会に付

託されて慎重審議がなされ、それぞれの結論を得て議長あてに審査報告書が提出

されております。  

       これから、各委員長からその審査報告をしていただき、その後、委員長報告に

対する質疑を受けてまいります。  

       それでは、審査をお願いした順によろしくお願いをいたします。  

       まず、総務文教常任委員会からの報告でございます。  

       事務局から朗読いたします。  

（書記朗読）  

議 長 朗読が終わりましたので、さらに委員長から補足説明を求めます。  

東森総務文教 総務文教常任委員会から報告いたします。  

常 任 委 員 長 審査の結果は事務局朗読のとおり、全員賛成で原案のとおり可決することにな

りました。  

       平成２３年１２月１４日、議会本会議において付託されました案件につき、１

２月１５日、役場第１委員会室に委員会を招集し、町長、副町長、教育長、会計

管理者、各担当課長の出席のもと、付託案件の議案第７０号、７１号、７２号、

７３号、７４号、７５号及び８１号の計７件について慎重審議いたしました。  

       議案第７０号、福崎町保育所設置条例の一部を改正する条例については、「長

時間部と短時間部があるが、保育所との関係は」との質疑があり、「長時間部が

保育所に当たるもので、定員の設定が必要となる。短時間部は幼稚園に当たるも

ので、定員の設定はない。平均値での予測が１６０人であるため、２割程度の余

裕を見て、定員２００名とした」とのことでした。「ゼロ歳児の受け入れは生後

何カ月からか」との質疑があり、「生後２カ月から受け入れる」とのことでした。  

       議案第７１号、福崎町幼児園設置条例の一部を改正する条例については、「認

定こども園との違いは」との質疑があり、資料が配付され説明を受け、「親の就

労の有無にかかわらず施設が利用できる。待機児童の解消に向けて、特に民間の

保育所・幼稚園に手厚い補助制度が定められている」とのことでした。「公立の

場合、補助制度はあるのか」との質疑があり、「それはない」ということでした。  

       議案第７２号、福崎町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の全部

を改正する条例については、「一部改正、全部改正及び条例廃止等があるが、一

部改正でよかったのではないか、全部改正なら附則に旧条例は廃止する旨の一文

を追加すべきではないのか」との質疑があり、「条例廃止にはさまざまな手法が

あり、内容が大幅に変更されるので全部改正とした」また資料が提出され、「全

部改正の場合、従前の条例は消滅するものとして取り扱われ、廃止の措置をとる

必要がない」とのことでした。「東部、西部子育て学習センターの名称について

一考すべきでは」との質疑があり、「福崎地区・田原地区など、地区を限定する

名称を避けた。そして子育て学習センターは文化センター内で既に実施されてお

り、住民への定着があり、学習センターとした」とのことでした。  

       議案第７３号、福崎町立幼稚園設置条例の一部を改正する条例については、質

疑がありませんでした。  

       議案第７４号、福崎町民グランド設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例については、「駐車場部分とグランド部分に段差ができるのではないか」と

の質疑があり、「段差ができないように対応する」とのことでした。「グランド

の照明の場所について、適切ではないのではないか」との質疑があり、「利用状

況によって考えていく」とのことでした。  

       議案第７５号、平成２３年度福崎町一般会計補正予算（第３号）については、
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「子ども手当から保育料・学校給食費を直接徴収できるようになっているが」と

の質疑があり、「保育料は現年１００％。給食費の滞納は減りつつあり、生活状

況に合わせて対応したい」とのことでした。  

       議案第８１号、共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起については、

「裁判所からの訴状を見て、文章が厳しいと感じた。苦情はあったのか」との質

疑があり、「数十件ありました。今後は訴状の内容を示し、こんなものが裁判所

から行きますと、説明文とともに送る」とのことでした。  

       付託案件７件について、委員全員の賛成により原案のとおり可決することに決

定いたしました。皆様のご賛同を得ますよう、よろしくお願いいたします。  

       以上、総務文教常任委員会からの補足説明といたします。  

議 長 ただいま、総務文教常任委員長からの補足説明が終わりましたが、委員長に対

するご質疑がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、これで総務文教常任委員長報告に対する質疑を終

結いたします。  

       次は、民生常任委員会からの報告でございます。  

       事務局から朗読いたします。  

（書記朗読）  

議 長 朗読が終わりましたので、さらに委員長から補足説明を求めます。  

難 波 民 生 民生常任委員会から、議案審査の内容を報告いたします。  

常 任 委 員 長 １２月１４日の本会議で当委員会に付託された案件は４議案であります。  

       町長、副町長、関係課長出席のもと、１２月１６日に委員会を開催いたしまし

た。審査結果につきましては事務局朗読のとおりであり、４議案とも質疑はなく、

全員賛成で可決決定いたしました。  

       議案第７６号は、平成２３年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）であり、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ１８１万１，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億１６８万９，０００円

とするものであります。人事異動、給与改定による補正であり、全員賛成で原案

を可決いたしました。  

       議案第７７号、平成２３年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３０２万８，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億５，８１６万３，０００

円とするものであります。人事異動、給与改定による補正であり、全員賛成で原

案を可決いたしました。  

       議案第７９号、平成２３年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）は、収益

的支出を３７２万５，０００円減額し、３億３，４００万２，０００円とするも

のです。人事異動、給与改定による補正であり、全員賛成で原案を可決いたしま

した。  

       議案第８０号、平成２３年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第１号）は、

収益的支出を１８９万４，０００円減額し、２，２３７万８，０００円とするも

のであります。人事異動、給与改定による補正であり、全員賛成で原案を可決い

たしました。  

       以上で、民生常任委員会からの報告を終わります。  

       ご承認を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。  

議 長 ただいま、民生常任委員長からの補足説明が終わりましたが、委員長に対する

質疑がございましたらどうぞ。  
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（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、これで民生常任委員長報告に対する質疑を終結い

たします。  

       次は、産業建設常任委員会からの報告でございます。 

       事務局より朗読いたします。  

（書記朗読）  

議 長 朗読が終わりましたので、さらに委員長から補足説明を求めます。  

石野産業建設 産業建設常任委員会から審査報告を行います。  

常 任 委 員 長 審査の経過につきましては、ただいま事務局朗読のとおりでありますが、補足

説明をさせていただきます。  

       平成２３年度福崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、議

案第７８号であります。  

       本案は既定の歳入歳出それぞれに３０７万８，０００円を追加し、歳入歳出の

予算総額を１８億４，７４７万８，０００円とするものであります。補正の内容

は、１、職員の異動に伴う分、２、人事院勧告による給与改定分、３、共済組合

負担金の負担率引き上げによるものとの説明がありました。  

             質疑があり、「人勧分で平均０．２３％のマイナス、共済組合負担金の負担率

は１，０００分の５２．５から５７．５５へとプラス０．５０５％の引き上げと

なった」との回答がありました。  

       全員賛成で、本案について原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

議 長 ただいま、産業建設常任委員長からの補足説明が終わりましたが、委員長に対

する質疑がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、これで産業建設常任委員長報告に対する質疑を終

結いたします。  

       以上をもって、委員長報告並びに委員長報告に対する質疑を終結します。  

 

日程第３ 討論・採決  

 

議 長 次の日程は、討論・採決であります。  

       議案番号順に１件ずつ進めてまいります。  

       それでは、議案第７０号、福崎町保育所設置条例の一部を改正する条例につい

て、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７０号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７０号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７１号、福崎町幼児園設置条例の一部を改正する条例について、討

論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  
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       議案第７１号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７１号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７２号、福崎町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の

全部を改正する条例について、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７２号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７２号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７３号、福崎町立幼稚園設置条例の一部を改正する条例について、

討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７３号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７３号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７４号、福崎町民グランド設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７４号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７４号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７５号、平成２３年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について、

討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７５号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  
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       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７５号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７６号、平成２３年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（

第１号）について、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７６号について、本案に対する民生常任委員長報告は、原案のとおり可

決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７６号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７７号、平成２３年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７７号について、本案に対する民生常任委員長報告は、原案のとおり可

決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７７号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７８号、平成２３年度福崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７８号について、本案に対する産業建設常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７８号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第７９号、平成２３年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第７９号について、本案に対する民生常任委員長報告は、原案のとおり可

決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  
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議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第７９号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第８０号、平成２３年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第１号）

について、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第８０号について、本案に対する民生常任委員長報告は、原案のとおり可

決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第８０号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       次、議案第８１号、共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起につい

て、討論がございましたらどうぞ。  

（「ありません」の声あり）  

議 長 ないようでございますので、討論を終結し、採決を行います。  

       議案第８１号について、本案に対する総務文教常任委員長報告は、原案のとお

り可決するであります。  

       委員長報告のとおり決することに賛成の方は、起立願います。  

（起立全員）  

議 長 起立全員であります。  

       よって、議案第８１号については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。  

       以上で、本定例会に付議されました案件で、審査報告のありました案件の討論・

採決を終結いたします。  

 

日程第４ 閉会中の所管事務調査申出  

 

議 長 次の日程は、閉会中の所管事務調査の申出であります。  

       お手元に配付いたしておりますように、各常任委員長からそれぞれ所管事務調

査の申出が議長あてに提出されております。事務局に一括して朗読させます。  

（書記朗読）  

議 長 朗読が終わりましたので、それぞれ申出のとおり許可することに決定してご異

議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議 長 ご異議なしと認めます。  

       よって、閉会中の所管事務調査の申出については、それぞれ申出のとおり許可

することに決定いたしました。  

 

日程第５ 一般質問  

 

議 長 次の日程は、一般質問であります。  

       今回の一般質問の通告者は１１名であります。  

       それでは、日程により通告番号順に一般質問を受けてまいります。  
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       １番目の通告者は、牛尾雅一君であります。  

       １．町長の政治姿勢について  

       以上、牛尾議員どうぞ。  

牛尾雅一議員 議席番号２番、牛尾雅一でございます。議長の許可をいただき、一般質問をさ

せていただきます。  

       質問に入る前に、このたびの町長選挙におきまして、見事５期目のご当選を果

たされました嶋田町長に心より敬意を表し、お祝いを申し上げます。  

       また、町議会議員補欠選挙において当選されました城谷さん、前川さんにも心

よりお祝い申し上げます。お互い議員として、町発展のため力を合わせて頑張り

たいと思います。  

       さて、福崎町の歴代の町長の方々を見ましても、３期の方が最長で、嶋田町長

の５期は、福崎町においてこれから先、どなたにもできないと思えるほどすごい

ことと思っておりますし、嶋田町長の精神力の強さ、そして町行政にかけられる

思いの深さに、ただただ感服いたしております。４期１６年で数多くの実績を上

げられていますが、当選の翌日の神戸新聞の取材に「５期目の４年間は生涯の締

めくくりとして全力でやり抜く」と言われ、その意気込みは、今回発表されまし

た「福崎町いきいきプラン２０１１」で示されています。その内容は町発展に欠

かすことのできないものばかりで、ぜひ実現していただきたいことばかりです。

大変多くの政策の中から、何点かについてお尋ねしたいと思いますので、ご答弁

をよろしくお願いいたします。  

       まず、いきいきプラン２０１１の「福祉と子育て、医療のまちづくり」の中で、

「デイサービスセンターを拠点に、在宅介護・福祉を充実します」と言われてお

りますが、具体的にはどういったことをなされようとしているのか、お尋ねいた

します。  

町 長 「在宅介護・福祉を充実いたします」ということになっております。もとより

施策というのはそれ独自で生きるものではありませんでして、国・県の施策、そ

して町の施策、住民の皆さんの支持。そういったものが総合して一定の施策とし

て生きてくるものでございまして、そういう意気込みでありまして、具体的には

これからの国・県の施策、そういったものを十分勘案しながら、今よりも伸ばし

ていくという姿勢であります。  

       しかし方向としては、社会保障そして税の一体改革等の政府の方向を見ており

ますと、社会保障については随分厳しい方向が打ち出されようとしているわけで

ありますから、現在よりも進められるかどうかということは、そういう施策との

関係で見ていかなければなりません。もし引き下げられようとするなら、できる

だけその幅を引き下げられないように努力するということですし、それが伸ばせ

るという条件であるなら、それを十分伸ばしていくと。こういう関係の中にある

ものと、このように考えております。  

牛尾雅一議員 大変厳しい社会情勢ですので、また町長に頑張っていただきたいと思います。  

       寝たきりの方を初め、要介護の方々にはよくなっていただけるよう、また家族

のケアも欠かせませんので、介護される家族の負担を軽減し、より充実したもの

にしていただきたいと思います。  

       そして、「福祉大学との連携をつよめ、学生・町民のボランティアを広げます」

と言われております。どのように連携を強めて、またボランティアを広げられよ  

      うとされているのか、お尋ねしたいと思います。  

町 長 ４年制の大学があるというのは、県下でも少ないほうであります。市と名前の

つくところでも、４年制の大学があるというところは少ないわけでありまして、
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そういった意味では福崎町に４年制の大学があるということを誇りにして、そこ

との連携を強めていくというふうに考えております。  

       一つには、先生の力をかりるということでありまして、いろんな審議会や施策

にもこれまでも入ってもらっておりますけれども、そうした専門の知識を生かす

べく先生方の力もかりたい。そして先生方と私たち幹部会もそれなりに交流を深

めておりますけれども、そうした交流の輪も強めていかなければならないと思っ

ております。  

       そして学生さんには、いろんなボランティアを組織してもらっているわけであ

りますけれども、子どもの遊びでありますとか、あるいはいろんな行事のヘルパ

ーとして参加してもらっているわけですが、そうした点でもより一層、緊密な連

携を強めていきたいと思っています。  

       そして大学には、文化講座あるいは教養講座といった面で、町民も参加できる

ような講座の開設というのを、もう既に開いてくださっておりますけれども、私

たちはそれに参加できるように、町民の皆さんにもプログラムの案内をさせてい

ただきたいと思っております。この間もクリスマスパーティがございましたけれ

ども、町内の皆さんもたくさん参加されておりました。さらにそういう輪が広が

ればいいと、そして学生が中心になりまして播彩祭というふうな文化祭も進めて

おりますけれども、これが町内の一つの大きなイベントとして、町民の皆さんに

もより広く認知されるような形での応援もしていかなければならないと考えてお

ります。そういった意味では多面的に先生方、学生さんとも力を合わせてまちづ

くりに貢献をしていただきたいと考えております。  

牛尾雅一議員 今、丁寧な答弁をいただきました。福祉大学の先生方、また学生さんを含めま

して、そして町民の方のボランティアを広げていって、その輪をすごく大きくし

ていただきたいと思うんですけれども、町民の方々にボランティアに参加しても

らう、そういう方策を教えていただけませんでしょうか。  

町 長 一つは大学が行われている行事などを、できるだけ広報等も使いながらお知ら

せしていくということも大事かと思います。このあいだのクリスマスパーティに

つきましては、町内にも何カ所かポスターを貼りましたし、役場の中にもポスタ

ーを貼らせてもらっております。そういった事柄で協力をしていく必要があるの

かなというふうに思っているわけです。できれば福崎町も一緒になって文化講座

や教養講座が開けるような形になっていけばいいと思っております。できるだけ、

福祉大学の学生さんにも福崎町のいろんな試験、採用試験もありますから、そこ

に奮って参加をしていただきたいと思います。  

       そして私が地産地消というふうに言っておりますのは、でき得る限り、福崎町

内の子弟の方々が一番近くの大学で勉強される機会をどんどん多くしていただけ

れば、経済的にも一番安価で済むでしょうし、大学の先生方の力をかりることも

可能だというふうに思っておりますので、そんなことでもより町内の皆さんにお

知らせをしていけばいいなと、そう思っております。  

牛尾雅一議員 ただいま答弁いただきましたように、福祉大学が福崎町にあるということは、

文字どおり福祉の向上のため、またいろんな方面で学生さんがボランティアとし

て活躍されていますので、まさに地域の宝と思いますので、より連携を深めてい

ただきたいと思います。  

       次に、「開業医・医療機関との連携をつよめ、救急体制を強化します」と言わ

れておりますけれども、基本的にはどのような方法で進められようと考えておら

れるのか、お尋ねいたしたいと思います。  

町 長 私たちがこういった関係でできるのは、福崎町内で病院を新しく開設するとか、
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そんな大きなことは、今の体制の中では考えることはできません。したがいまし

て、一つには広域的なというんでしょうか、この地域の中でいろんな体制を充実

させていくと。神崎病院でありますとか、あるいは姫路の方面の病院との連携を

強めていくということでありますから、一つは、そういった関係をより多くの町

民の皆さんに、救急体制でありますとか医療体制についてお知らせをしていく。

これが一つの観点ではなかろうかと、このように考えているわけでございます。  

       そして、医療機関も「地域との連携」ということが特に強く言われております。

とりわけこの地域におきましては地域連携の拠点となっておりますのが、パッと

思い浮かびませんが――姫路の循環器病センターはその拠点になっているわけで

ありますから、先生方にも福崎町の食育でありますとか、そういった面について

お願いに行きますと、気軽に「参加をします」という約束もしてくださっている

わけでありますから、そういう医療機関に、「私たちの医療の関係でこういうふ

うにしたいんだけれども」というときには、人的な支援を仰ぐように考えていか

なければいけないなと思っております。こういった関係では県、あるいはこの地

域との連携の中で、より強固な救急体制を強化していくということになろうかと

思います。開業医の先生や医療機関の先生方にも、そういった点でご協力を仰ぐ

ように進めていきたいと考えております。  

牛尾雅一議員 最近、町内で救急車の出動というんですか、救急車がよく走っておりますので、

福崎町は播但道、そして県道三木宍粟線が通る便利のいいところですので、姫路

市や加西市、いま町長が言われました神河町の神崎病院、また循環器病院ですか、

そういう専門分野を含む医療機関との連携を深めていただきまして、緻密な連携

を構築していただきたいと思います。  

       次に、２項目めの「災害対策の強化、安全で住みよいまちづくり」の中で「災

害対策の強化をはかり自然災害に強い安全安心のまちづくりをすすめます」と書

かれていますが、地球温暖化などの影響により、町内においても従来の最高雨量

を超えるゲリラ豪雨や襲来する台風は想定を大きく上回り、ここ二、三年は多く

の被害が発生しました。  

       洪水・土砂災害・山の斜面の崩壊などが考えられますが、どのような対策を講

じられようとしていらっしゃるのか、お尋ねいたします。  

町 長 一つには、やはり緊急に対応するということと、やや長期的に見るという２点

が必要かなと、このように思います。緊急対策とすれば、今まさに１２号台風、

１５号台風等で危険ながけ崩れ、あるいは河川の傷み、道路の破損といったとこ

ろがありますから、これについては早急な復旧を進めていくというのは、これは

短期的にぜひやらなければいけない課題であります。  

       そしてもう少し長期的に見るという場合には、ハザードマップでありますとか、

いろんな予測されるところについて一定の施策を続けていく、進めていくという

ことが言われるのではないかと思っております。最近でも、板坂のところであり

ますとか、あるいは西谷というところで、そういう危険が予想されますので、対

策を進めていく必要があると考えております。 

       また、河川につきましては、川すそ川でありますとか、川端川についての対策

をそれぞれの担当課で進めておりますけれども、そういう予測され、これまでも

たびたび災害の危機に面したようなところについては、早急に手を打っていく必

要があるのではないかと思っております。  

       このあいだ、あるところで喜ばれましたけれども、まだ名前はしっかりついて

いませんが、この新しい中道線。その下に水道管といいましょうか、緊急的な集

中豪雨に対する排水管。川になるところでありますが、これがしっかりと機能し
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て、床下浸水にならなくて済んだという喜びの声も直接伝えられておりますので、

そういった点はよかったのかなあと思っております。  

牛尾雅一議員 このたびのすごい最高雨量のときに、市川の水位がすごく上がったんですけれ

ども、市川の水を早くはかすというんですか、海のところまで持っていくという

ことが、ずっとその上流の七種川とか平田川などの河川がはんらんしない、大き

なはんらんをしないで済むというのが大きなメリットだと思うんですが、私は八

千種地区に住んでおりますので、姫路に行くときは車で西山田経由で行くのです

けれども、ずっと行きまして、砥堀の手前の生野橋を渡るんですが、そこの手前

は以前からすごく土砂が堆積しておりましたので、今、川中にすごく小さな丘と

いうのか、山というんですか、それぐらい樹木が生えておりまして、そこは川幅

が広く、道路が真東に、東岸というんですか、通っているので、その岸壁という

か土手というんですか、堤防が高くなってるという意味もあるのかもわかりませ

んが、そこが非常に見た目にもすごい堆積で、どこをふだんは川として水が流れ

るのかなと思うぐらいなんですけれども、川幅が広くあるのでまあそれは別に水

路をオーバーしないということならば、そんなにしゅんせつをしなくてもいいん

かなと思われてるんかとも思うんですけれども、その辺のところと、そして私も

福田水源地のところ、よくあそこは駅前へ行かせてもらうときに通るんですが、

七種川も、何かあの近所は前も大雨のときに見に行きますと、もういっぱい、水

源地のところいっぱいのところに来てました。そして水が引いて見ますと、大分

土というんですか、堆積してますので、そういったことは県はどのようにお考え

になっているのか、ちょっとお尋ねいたします。  

技 監 今言われた七種川の土砂の堆積のことにつきましては、我々も現地を通ると、

川の底と堤防の上との差が余りないので、しかもカーブをしていて水上部に当た

るということで、危険な箇所かなと思っております。  

       先般、１１月の初めですか、七種川の沿線の１２の区長様方が「七種川の改修

についての要望」というのを出されまして、なるほどという内容でしたので、我

々も、町長みずからその要望書を持って県民局長に要望もされています。それな

りにいい感触だったかなと思っておりますので、何らかの対策はあるかなと考え

ております。  

牛尾雅一議員 しゅんせつしていただけますと水の流れがすごくよくなるので、よろしくお願

いいたします。  

       そして、治水同様に治山事業も大事であると思っております。しかし山の整備

にかかわっていただく方々の高齢化、また人数の減少というのは最近否めないん

じゃないかと。そして今後、若手の方の育成や、また助成等については何か対策

というんですか、そういうふうなものは考えていただけておるのかをお尋ねいた

します。  

産 業 課 長 山にかかわる若手の育成等でございますけれども、山林の整備に関しましては、

中はりま森林組合が今できております。そういった森林組合の力もかりながら、

まずは基本に戻っていただきまして、地域での取り組みや、森林の所有者の方々

にみずから現状を把握していただき、森林について考えていただけるように啓蒙

をしていきたいと考えております。  

牛尾雅一議員 地域での取り組みが大事とよくわかっておるんですが、私どもの地区でも二、

三十年前は年に１回か２回は山の下刈りというんですか、そういうのがあったん

ですが、最近は全然ないんですよね。まあすごく荒れ過ぎたというか、入られな

くなったので、ちょっとやそっとではもうできないのではということかもしれな

いんです。そういう状態でもありますので、地域だけで取り組むのもなかなか難
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しいですので、また町としてもそういう何かを考えていただきたいと、そのよう

に思います。  

       次に、「明るい福崎町政」のナンバー１０９の紙面で「水害、土砂災害対策を

はじめ、防災対策を計画的に推進」の見出しのところで、「山崎地区、福田地区

の水害の多い地域の防災対策をすすめていきます」と記載してありますが、どの

ように今進められているのか、お尋ねいたします。  

下 水 道 課 長 雨水対策につきましては、雨水排水計画に基づき整備を進めているところです。

福田地区につきましては、当該地区への浸水の影響を軽減するため、現在、川端

川の整備の事業認可を取得し、詳細設計に取りかかろうとしているところでござ

います。  

牛尾雅一議員 駅前地区の水害予防のために、ぜひよろしくお願いいたします。  

       続きまして、３項目めの「農業、商工振興で活気あるまちづくり」の中で「農

業振興をはかるとともに、企業誘致、道の駅の計画、地元商店の活性化で、活気

あるまちづくりをすすめます」と言われております。その中で私は、広大な敷地

が４区画、未進出で残っています東部工業団地に企業誘致をすることが、いろん

な意味からも一番有効であると考えておりますけれども、その点についてどのよ

うに考えておられるのか、お尋ねいたします。  

産 業 課 長 当然、いま議員が言われましたとおり、東部工業団地につきましては企業誘致

することが一番であるということで、誘致につきましては所有者の阪神住建とと

もに推進を図っているところでございます。  

議 長 一般質問の途中ではありますが、しばらく休憩いたします。  

       再開は１０時５０分といたします。  

◇ 

休憩 午前１０時２８分 

再開 午前１０時５０分  

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  

牛尾雅一議員 休憩前の企業誘致の続きなんですけれども、東部工業団地の企業誘致に関しま

して、以前お尋ねいたしましたときに「町としては優遇措置は考えられないし、

民間の阪神住建が事業主体なので、町は問い合わせがあれば仲介をするだけで深

く関与しない」。そのような答弁をいただいたと記憶しております。  

       今定例会の所信表明の中で町長は、「視野を広げ、世界の動きもしっかりと見

詰めることが大切で、小さな福崎町でありますが、ＴＰＰ、ＩＭＦなど、世界の

中で生きているので、グローバルな視点を欠いてはならない」と言われました。

今日の世界の経済情勢はギリシャ危機に端を発し、イタリアの国債の金利上昇、

フランスの財政赤字の拡大、タイの大洪水による工場生産の停止など、大変厳し

い状況にあり、私たちの暮らしにも不安が忍び寄っております。また歴史的な円

高で、輸入品の価格の下落という恩恵はありますが、国内産業には確実にダメー

ジを与えております。また、ものづくりの海外移転が進む昨今、民間の阪神住建

だけに企業誘致をゆだねていては誘致ができないのではないかと考えますけれど

も、町当局のお考えをお尋ねいたします。  

産 業 課 長 誘致につきましては、ひょうご・神戸投資サポートセンターとか、関西電力株

式会社によります企業進出担当者様の力をかりながら進めているところでござい

ます。今後につきましても、この方々のご協力のもと推進を進めていきたいと思

っております。  

牛尾雅一議員 三田とか社とか、福崎より京阪神に近いところの工業団地にもまだ空きがたく
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さんあるというふうに聞いております。その誘致競争というんですか、ぜひ勝っ

ていただいて、早期に東部工業団地に企業を誘致していただけるようお願いいた

します。  

       その競争に勝っていただくというんですか、それに対して今後また、いま答弁

いただきましたけれども、それに加えてどのような有効な働きかけというんです

か、それがあるのかどうか、お尋ねいたします。  

町 長 前に牛尾議員から優遇施策というふうな話を承りましたけれども、その後の事

態は牛尾議員もよく知っておられるとおりだと思います。県や市がたくさん補助

金を出したり優遇施策を出しましたパナソニックが尼崎を閉鎖するということ、

それから全国各地で優遇施策を講じていろんな工場を誘致しましたけれども、そ

の工場を、結局は十分機能を果たさないままに閉鎖しているという例があります。

その一番代表的なのは、シャープの亀山のところなどはその例でありまして、力

いっぱい資金をもらいながら、中国にポンと売ってしまうというような事態にな

っておりますから、なかなかそういった点で慎重に構えなければならないと考え

ております。  

       それに対して私は、地産地消というふうに申しておりますのは、まずそこに住

んでいる、福崎町の住環境をよくするということ、そこに働く方々が住みやすい

条件をつくるということも一つではないかと思っています。そういった意味では、

でき得る限り公共料金の面でも多面的に考えていかなければならないというふう

に考えています。工業用水の安価な提供でありますとか、水道料金を上げる必要

があるとしてもできるだけ低価に抑えておくとか、それから医療費の無料化等も

そうでありますけれども、そうした福祉等の施策を優遇していくということも、

実は誘致の一つの重要な足がかりだというふうに考えているわけであります。  

       ですから、誘致という場合はこのごろは本当に慎重に構えていかないと、優遇

施策で競争に勝ったわ、でも工場は建ててもすぐ逃げていくというふうなこと。

大企業はそういうことを平気でやりますから、なかなか安心ができないというこ

とであります。  

       非常に長い前置きの質問でありましたので、私はその前置きに対応して私の考

えも述べておきたいというふうに思います。  

       私自身は、世の中というのは変わると。資本主義もやがて終わるだろうという

考え方の持ち主なんですね。ですからなぜ終わるのかということでありますが、

それは一方が搾取をして貧富の差がどんどん拡大をするということが一つ。もう

一つは、過剰生産で恐慌が起こるということが一つ。そのために公害までも引き

起こすというふうなことでありますから、この社会というのはやがて生産力が低

下するであろうというふうに私も思っている１人でありまして、そういう観点か

ら、まちづくりというのは多面的に見ていく必要があるだろうと、このように考

えております。  

牛尾雅一議員 よくわかる丁寧な答弁ありがとうございます。  

       福崎町は南に播磨の大都市の姫路市があり、そしてまた中国道、播但道が交差

しております。そして山陽道にも通じるという、物流の拠点というふうになるに

はすばらしい立地のところでございます。そして特に東部工業団地はインターチ

ェンジの乗り口にも非常に短時間で行けるということで、流通目的に拠点を置こ

うと考えている企業にとってはもってこいの工業団地の場所じゃないかと思いま

すので、ＰＲとか働きかけを強めていただき、ぜひ誘致していただきたいと思っ

ております。  

       次に、４項目めの「教育、文化、スポーツのまちづくり」の中で「文化、スポ
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ーツ施設の改修・整備を計画的にすすめます」と言われております。具体的には

どのようにされるおつもりなのか、教えていただきたいと思います。  

町 長 これは予算との関係がございます。今すぐにでも文化センターは改修したいと

も思いますし、すべてのところでもっともっとスポーツ施設をつくりたい。例え

ば温水プールなどもありません。しかしこれは、そういう方向を目指しますが、

予算との関係になろうかと思います。しかし、こういった関係を見る場合、常に、

安心・安全という場合は危険ということと対置して見るということが大事です。  

       スポーツ、文化施設を考える場合、今それには何が一番困っているのかという

ことを、矛盾が一番激化しているところに焦点を当てるというやり方、これが大

切だと思っておりますので、今、文化・スポーツで何が一番望まれているのかと

いうことを精査した上で、そういった点については、予算の許す範囲で担当課、

あるいは教育委員会とも関係を話し合いを進めながら、実行していくということ

であります。具体的な答弁であるとするなら、各担当課が答えさせていただきた

いと思います。  

社会教育課長 既にご存じのように、文化関係では大庄屋三木家が平成２２年度から改修工事

を始めております。これは平成２７年度までを第１期工事といたしまして、後に

副屋、離れ。第２期工事でその後実施する予定でございます。また、この辻川界

隈というのは福崎町の歴史文化の活用核ということで、社会教育課としても非常

に力を入れてもらいたいところでございまして、兵庫県の「地域の夢推進事業」

という事業が今年度から始まりまして、カラー舗装などの事業を、今年度を含め

３年間で実施していただく予定でございます。  

       またスポーツ施設におきましては、平成２１年度・２２年度におきましても、

スポーツ公園の施設の塗装改修、またグラウンドネットの張りかえ、それから、

ご存じのように体育館では駐車場整備をしておりますし、第１・第２体育館の床

の改修工事も完了いたしております。また第１グラウンドにつきましては、ネッ

ト改修、それから新しいトイレもつくっていただいたところでございます。  

       こういった地道な、住民に使いやすいような改修等も含めながら、いま町長が

言いましたように、文化センター、また体育館の、大きな総合的なことも今後は

検討していきたいというふうに思っております。  

牛尾雅一議員 答弁いただきまして、よくわかりました。小さな子どもからすべての年齢層の

方々に利用していただける、そういう施設の改修とか設備の整備をよろしくお願

いいたしたいと思います。  

       次に、町政課題の取り組みに関して、ＪＲ福崎駅周辺整備についてお尋ねした

いと思います。  

       昭和４０年代から駅前開発が叫ばれている中、過去においていろんな方々がさ

れようとしてできなかった経緯があり、今回５回目の当選を決められました嶋田

町長は当選の翌日の神戸新聞の取材に応じられて「限られた財源を駅前開発に向

けていく」と答えられています。実際どれほどの財源をお使いになり、どのよう

なことをしようと思われているのかお尋ねしたいと思います。  

町 長 ものが進んで行く場合、条件があるわけです。卵がひよこになるには、一定の

温度を一定の時間照射しないとひよこにならないと同じでありまして、駅前をい

ろいろと考えていく場合、次の４者が必要であります。一つはＪＲの考え方、一

つは県の考え方、一つは町の考え方、もう一つはそこに住んでおられる住民の皆

さんの考え方。この四つがうまく意思統一できた場合においてのみ、物事が進む

ということでありまして、今、駅周辺整備推進室をつくっておりますけれども、

それではその４者が合意に達しているところまで行っているのかといいますと、



－16－ 

なかなかそこまでは行っていないということであります。しかし、町は町の考え

方を示しつつ、その４者が歩み寄りつつ一定の方向が出るような努力は大いに進

めていく必要があるのではないかと、このように思っております。  

       公共下水道もほぼ終着駅に近づいておりますから、そうしたところに使ってお

りました予算を、ほかのところで使っていくことが可能になる場合が出てくると

思います。そうしたときには、その４者の意見がうまく合致したところで使って

いく。どこか一つでもうまくいかないというふうになりますと、なかなかここで

お金を投下するということにはならないだろうと思いますので、その４者の合意

形成をどうするかということが今後の課題と考えております。  

牛尾雅一議員 ありがとうございます。  

       本日、神戸新聞の兵庫版のところのニュースで、県は、福祉のまちづくり基本

方針を改正して、駅舎の段差を解消したり、またエレベーター・スロープの設置

を重点的に考えると。そして１日の平均乗降客が３，０００人から５，０００人

未満のＪＲや私鉄の計３９駅のうち、整備済みが現在、半数以下の１６駅にとど

まっておるので、５年後には２７駅（７０％）を目指すと報道されております。  

ＪＲ福崎駅は３，０００人を超えておりますので、県もちょうどこういうふうな

施策を打ち出されようとしておりますので町も一緒になって、ぜひスロープとい

いますか、駅舎のエレベーターを初め、橋上駅とか、駅前の整備に努めていただ

きたいと思います。  

       次に、町民の方々の要望に関して、私はこの前のときに春日ふれあい会館前の

グラウンドについて質問をさせていただきました。  

       その後、町民の方から「福崎町では公式な野球の試合と認められるような球場

やグラウンドがあればいいのに」と聞きました。  

       練習とかはいいんですけれども、公式な試合と認めてもらうということになり

ますと両翼が何メートル、それとフェンスがあるとかいうことがありますので、

そういうことをお聞きしますと、他町。市川町、神河町、旧香寺町、旧夢前町。

姫路と加西は大きい市ですので当然なんですけれども、近隣の他市町にはすべて

公式の野球の試合と認められる球場・グラウンドがあるということですので、青

少年に夢を与えるとか、またいろんな意味からも、そしてまた福崎町が神崎郡の

中心ですし、内外に誇れる福崎町で今もあるんですが、より誇れる福崎町である

ためにも、今あるグラウンドなどを拡張して、またバックネット裏に少しの観客

席も設けていただいて、選手だけじゃなしに家族の方、また多くの方が楽しんで

いただけるようなグラウンドの整備を強く要望するものでありますが、どのよう

にお考えになっているのかをお尋ねいたします。  

社会教育課長  公式の野球場ということでございますが、今、福崎町では野球だけではなしに

非常に多種のスポーツでこの第１グラウンド等は利用されております。  

       ご存じのように、第１グラウンドにおきましては今、ご質疑がございましたグ

ラウンドの拡張、バックネット裏の観客席の設置ということになりますと、地形

的には非常に難しいんではないかというふうには考えております。ただ、先ほど

言いましたように、第１グラウンドにつきましては２１年度・２２年度と、グラ

ウンドのネットの張りかえ、また、トイレの新設等も実施しておりまして、今後、

対応できる範囲で住民が利用しやすいグラウンドの整備は続けていきたいという

ふうに思っております。  

牛尾雅一議員 第１グラウンドは、見させていただきますとトイレもきれいになってますし、

バックネットというんですか、そこの整備もすごくできているんですけれども、

それで、春日ふれあい会館のグラウンドはまだ整備がそんなにできてないので、
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拡張していただくということに関して無駄がないというんですか、今あるのをつ

ぶして拡張するんじゃなしに、ただ山際を削って、進入路というんですか、そう

いうのをちょっと北へ取りかえてもらうというぐらいの程度でできるんじゃない

かというように思いますので――球場というものは、大体小さな丘というんです

か、よその市町を見ましても山のすそ野にありますので、そこをそういうふうに

していただいて、そして今、町民の方々が体力とか健康維持に有効なスポーツと

いうんですか、グラウンドゴルフが町内において大変盛んで、競技人口もすごく

増加していると思っております。そして今、２００人とか３００人の方が月１回

試合されると聞いています。  

       一回、僕はスポーツ公園でされているときに応援というんですか、行ったんで

すけれども、せまくてもう競技されている人同士がずっと背中合わせで、ボール

もお互いに交差するというふうな状態でしたので、八千種の春日ふれあい会館と

いうのは町の一番南東になるんですけれども、車で移動ということでできますの

で、そういうところはそのグラウンドにしていただいて、そしてグラウンドゴル

フもまた競技人口がふえますと、大会があるたびに設定というんですか、競技の

設定にひまがかかる、時間がかかったりとかしますので、また提供していただけ

るような、町の持っておられる遊休地を利用して――またこれも専用となります

と、多目的じゃないのでちょっと効率が悪いようにも思えますが、専用のものを

一つ二つつくれば、また今度は今まで多目的になっているところがより有効に使

ってもらえるんじゃないかというように思いますので、野球場もそうなんですが、

グラウンドゴルフの関係についてもちょっと、専用というんですかね、これだけ

グラウンドゴルフは利用者というんですか、される方が多くなっているので、考

えていただきたいと思います。  

       それで、最後になりますが、町長は「町県民税の納入率が県下でトップ、率に

して９９．１％という数字で他市町に自慢できること」とよく言われております。

全くそのとおりであります。町民の方々が頑張って税を納めてくださるというの

は、国民の義務である納税をきっちりと行うことで、自分たちが望むことを町が

実現してくれると、そういう思いもあられるのではないかと私なりに勝手に解釈

しておるんですが、ですので今、要望しました野球場やグラウンドゴルフのグラ

ウンドなど、今回私は質問させていただきました。そして答弁いただきましたい

ろんな事柄を実現していただくことを強く求めまして、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。  

議 長 以上で、牛尾雅一君の一般質問を終わります。  

       以上で、本会議３日目の日程をすべて終了することといたします。  

       あすは一般質問２番目の通告者、宮内富夫君からお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

       本日はこれにて散会することにいたします。お疲れさまでございました。  

 

散会 午前１１時１２分 


